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   少年を特殊詐欺に加担させないための取組の推進について（通知） 

 このことについて、北海道警察本部生活安全部長から別添写しのとおり協力依頼が

ありましたので通知します。  

 特殊詐欺については、中学生や高校生が、いわゆる「受け子」となって犯行に加担

して検挙される事案が増えており、全国における平成 30 年上半期の特殊詐欺の検挙人

員のうち、少年が検挙全体の３割を占めるなど、社会問題となっております。  

 また、先般、道内においても、中学生が特殊詐欺に関与して逮捕される事案が発生

しており、今後も、少年が特殊詐欺に加担する事案の発生が懸念されます。 

 こうしたことから、各学校等において、児童生徒を特殊詐欺に加担させないための

取組を推進する必要があります。  

つきましては、非行防止の観点から、児童生徒が「受け子」になるなどして特殊詐

欺に加担することがないよう発達の段階に応じた指導を行うとともに、保護者への啓

発活動にも取り組むようお願いします。  
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